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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の関節部を有するロボットアームの先端部の位置情報を取得する位置情報取得部と
、
　人が前記ロボットアームにかけている力を検出する第１の力検出部と、
　前記第１の力検出部で検出した力を基に、前記ロボットアームと外界環境との間に前記
人若しくは物体が挟まれたか否かを判別する挟み込み判別部と、
　前記先端部が動作する領域を、制限領域と非制限領域に分類する領域分類部と、
　前記ロボットアームの動作に制限をかける時間である制限時間を設定する制限時間設定
部と、
　外部から前記ロボットアームが受けている外力を検出又は推定する第２の力検出部とを
備え、
　前記挟み込み発生検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前記制
限領域に位置する場合は、前記複数の関節部に含まれる一以上の関節部に動作制限が課さ
れ、前記複数の関節部のうち前記一以上の関節部以外の少なくとも１つの関節部には前記
動作制限が課されず、
　前記動作制限は前記一以上の関節部の動作停止であり、
　前記挟み込み検出後の時間が、前記制限時間以降である場合は、前記動作制限が解除さ
れ、
　前記挟み込み検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前記非制限
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領域に位置する場合は、前記複数の関節部に動作制限が課されないとともに、
　前記挟み込み判別部は、前記第１の力検出部で検出した力と、前記第２の力検出部で検
出又は推定した、前記外部から前記ロボットアームが受けている外力とに基づき、前記ロ
ボットアームと前記外界環境との間に前記人若しくは前記物体が挟まれたことを判別し、
　前記挟み込み判別部で挟み込みを判別したとき、前記第２の力検出部で検出又は推定し
た、前記外部から前記ロボットアームが受けている外力に基づき、前記ロボットアームを
動作制御させる、ロボット。
【請求項２】
　前記領域分類部は、前記制限領域を有する作業領域のマップを事前に保持している請求
項１に記載のロボット。
【請求項３】
　前記領域分類部は、前記先端部の動作速度を求め、前記先端部の動作速度が速度の閾値
より遅い領域を、前記制限領域とする請求項１に記載のロボット。
【請求項４】
　前記制限領域は複数の領域を含み、
　前記領域分類部は、前記複数の領域ごとに、前記複数の関節部の動作の制限をかける方
向の情報を有している方向別領域分類部である、請求項２に記載のロボット。
【請求項５】
　前記方向別領域分類部の前記複数の領域の情報と前記関節部の動作の制限をかける方向
の情報に基づいて、前記動作の制限をかける関節部が決定される請求項４に記載のロボッ
ト。
【請求項６】
　前記複数の関節部のうち、前記先端部に近い関節部から少なくとも１個の関節部は、制
限を課されない請求項１に記載のロボット。
【請求項７】
　前記制限時間設定部は、前記第２の力検出部が検出又は推定した前記外力が大きいほど
制限時間を短くする請求項１に記載のロボット。
【請求項８】
　さらに、人物体判別部を備え、
　前記人物体判別部は、前記位置情報取得部で取得した位置情報と、前記第２の力検出部
で検出又は推定した、前記外部から前記ロボットアームが受けている外力と、前記挟み込
み判別部で判別された情報とを基に、前記ロボットアームの前記先端部と前記外界環境と
の間に挟み込まれた物質が前記人か前記物体かを判別し、前記人であると判別した場合は
、前記制限時間設定部が前記制限時間を、前記物体であると判別した場合よりも小さくす
る請求項１に記載のロボット。
【請求項９】
　前記第２の力検出部は、前記関節部の駆動装置の電流値と前記位置情報取得部で取得し
た位置情報とから推定関節トルクを検出又は推定し、
　前記人物体判別部は、前記位置情報取得部で取得した位置情報と前記第２の力検出部で
検出又は推定した前記推定関節トルクとを基に、弾性係数を求め、求められた弾性係数が
人判別用第１閾値より小さい物質を挟み込んだと判断した場合は、挟み込まれた物質は人
であると判別し、前記弾性係数が前記人判別用第１閾値以上である物質を挟み込んだと判
断した場合は、挟み込まれた物質は物体であると判別する、請求項８に記載のロボット。
【請求項１０】
　前記人物体判別部は、前記第２の力検出部で検出又は推定した、前記外部から前記ロボ
ットアームが受ける外力の最大値と最小値との差が、人判別用第２閾値以上の場合は、挟
み込まれた物質を人であると判別する請求項８に記載のロボット。
【請求項１１】
　前記挟み込み判別部は、前記第１の力検出部からの入力が０であり前記第２の力検出部
からの入力が一定値以上の値であるときに、前記挟み込み判別部は挟み込みがあると判別
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する請求項７に記載のロボット。
【請求項１２】
　複数の関節部を有するロボットアームの先端部の位置情報を取得する位置情報取得部と
、
　人が前記ロボットアームにかけている力を検出する第１の力検出部と、
　前記第１の力検出部で検出した力を基に、前記ロボットアームと外界環境との間に前記
人若しくは物体が挟まれたか否かを判別する挟み込み判別部と、
　前記先端部が動作する領域を、制限領域と非制限領域に分類する領域分類部と、
　前記ロボットアームの動作に制限をかける時間である制限時間を設定する制限時間設定
部と、
　外部から前記ロボットアームが受けている外力を検出又は推定する第２の力検出部とを
備え、
　前記挟み込み発生検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前記制
限領域に位置する場合は、前記複数の関節部に含まれる一以上の関節部に動作制限が課さ
れ、前記複数の関節部のうち前記一以上の関節部以外の少なくとも１つの関節部には前記
動作制限が課されず、
　前記動作制限は前記一以上の関節部の動作停止であり、
　前記挟み込み検出後の時間が、前記制限時間以降である場合は、前記動作制限が解除さ
れ、
　前記挟み込み検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前記非制限
領域に位置する場合は、前記複数の関節部に動作制限が課されないとともに、
　前記挟み込み判別部は、前記第１の力検出部で検出した力と、前記第２の力検出部で検
出又は推定した、前記外部から前記ロボットアームが受けている外力とに基づき、前記ロ
ボットアームと前記外界環境との間に前記人若しくは前記物体が挟まれたことを判別し、
　前記挟み込み判別部で挟み込みを判別したとき、前記第２の力検出部で検出又は推定し
た、前記外部から前記ロボットアームが受けている外力に基づき、前記ロボットアームを
動作制御させる、ロボットの制御装置。
【請求項１３】
　複数の関節部を有するロボットアームの先端部の位置情報を取得するステップと、
　人が前記ロボットアームにかけている力を第１の力検出部で検出するステップと、
　前記検出した力を基に、前記ロボットアームと外界環境との間に前記人若しくは物体が
挟まれたか否かを判別するステップと、
　前記先端部が動作する領域を、制限領域と非制限領域に分類するステップと、
　前記ロボットアームの動作に制限をかける時間である制限時間を設定するステップと、
　外部から前記ロボットアームが受けている外力を第２の力検出部で検出又は推定するス
テップとを含み、
　前記挟み込み発生検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前記制
限領域に位置する場合は、前記複数の関節部に含まれる一以上の関節部に動作制限が課さ
れ、前記複数の関節部のうち前記一以上の関節部以外の少なくとも１つの関節部には前記
動作制限が課されず、
　前記動作制限は前記一以上の関節部の動作停止であり、
　前記挟み込み検出後の時間が、前記制限時間以降である場合は、前記動作制限が解除さ
れ、
　前記挟み込み検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前記非制限
領域に位置する場合は、前記複数の関節部に動作制限が課されない、
　前記第１の力検出部で検出した力と、前記第２の力検出部で検出又は推定した、前記外
部から前記ロボットアームが受けている外力とに基づき、前記ロボットアームと前記外界
環境との間に前記人若しくは前記物体が挟まれたことを判別し、
　前記挟み込みを判別したとき、前記第２の力検出部で検出又は推定した、前記外部から
前記ロボットアームが受けている外力に基づき、前記ロボットアームを動作制御させる、
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ロボットの制御方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のロボットの制御方法をコンピュータに実行させるためのロボット用
制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、人と協働して作業をアシストするパワーアシスト型のロボット、ロボットの
動作を制御するロボットの制御装置及び制御方法、並びに、ロボット用制御プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、介護ロボット又は家事支援ロボットなどの家庭用ロボットが盛んに開発されるよ
うになってきた。また、産業用ロボットでも、セル生産工場の広がりなどから、人と協働
するロボットの開発が盛んに行われている（特許文献１及び２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２７７４８３号公報
【特許文献２】国際公開第２００７／０８０７３３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような人と協働するアシストロボットは、従来のように人間の居るエリアとロボッ
ト用の作業エリアとを区切って動作するロボットとは異なり、人間と共生する必要がある
ため、従来の産業用ロボットなどとは異なり、さらなる安全性が求められている。
【０００５】
　そこで、本開示は、従来の産業用ロボットなどとは異なり、さらなる安全性に対応可能
な、人と協働するパワーアシスト型のロボットを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様に係るロボットは、複数の関節部を有するロボットアームの先端部の位
置情報を取得する位置情報取得部と、人が前記ロボットアームにかけている力を検出する
第１の力検出部と、前記第１の力検出部で検出した力を基に、前記ロボットアームと外界
環境との間に前記人若しくは物体が挟まれたか否かを判別する挟み込み判別部と、前記先
端部が動作する領域を、制限領域と非制限領域に分類する領域分類部と、前記ロボットア
ームの動作に制限をかける時間である制限期間（制限時間）を設定する制限時間設定部と
、外部から前記ロボットアームが受けている外力を検出又は推定する第２の力検出部とを
備え、前記挟み込み発生検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前
記制限領域に位置する場合は、前記複数の関節部に含まれる一以上の関節部に動作制限が
課され、前記複数の関節部のうち前記一以上の関節部以外の少なくとも１つの関節部には
前記動作制限が課されず、前記動作制限は前記一以上の関節部の動作停止であり、前記挟
み込み検出後の時間が、前記制限時間以降である場合は、前記動作制限が解除され、前記
挟み込み検出後の時間が、前記制限時間内であり、かつ、前記先端部が前記非制限領域に
位置する場合は、前記複数の関節部に動作制限が課されないとともに、前記挟み込み判別
部は、前記第１の力検出部で検出した力と、前記第２の力検出部で検出又は推定した、前
記外部から前記ロボットアームが受けている外力とに基づき、前記ロボットアームと前記
外界環境との間に前記人若しくは前記物体が挟まれたことを判別し、前記挟み込み判別部
で挟み込みを判別したとき、前記第２の力検出部で検出又は推定した、前記外部から前記
ロボットアームが受けている外力に基づき、前記ロボットアームを動作制御させる。
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【０００７】
　これらの概括的かつ特定の態様は、装置、システム、方法、コンピュータプログラム並
びに装置、システム、方法及びコンピュータプログラムの任意の組み合わせにより実現し
てもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示のロボットは、人と協働して作業を行うパワーアシストロボットにおいて、周辺
環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態から安全に脱出する動作を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の第１実施形態におけるロボットシステムの概要を示す図。
【図２】本開示の第１実施形態におけるロボットシステムの構成を示す図。
【図３】本開示の第１実施形態におけるロボットの制御装置及び制御対象であるロボット
の一部を示すブロック図。
【図４Ａ】本開示の第１実施形態における人物体判別部のアルゴリズムの一例を説明する
ための説明図。
【図４Ｂ】本開示の第１実施形態における人物体判別部のアルゴリズムの一例を説明する
ための説明図。
【図５】本開示の第１実施形態における方向別領域分類部の動作を説明するための作業の
一例を示すロボットアーム手先経路の断面図。
【図６Ａ】本開示の第１実施形態における方向別領域分類部が記憶する制限方向の一例を
示す図。
【図６Ｂ】本開示の第１実施形態における方向別領域分類部が記憶する制限方向の一例を
示す図。
【図７】本開示の第２実施形態におけるロボットの制御装置及び制御対象であるロボット
の一部を示すブロック図。
【図８】本開示の第２実施形態における領域分類部の動作を説明するための作業の一例を
示すロボットアーム手先経路の断面図。
【図９】本開示の第２実施形態における領域分類部の動作の一例を示す図。
【図１０Ａ】本開示の第２実施形態における人物体判別部のアルゴリズムの一例を説明す
るための説明図。
【図１０Ｂ】本開示の第２実施形態における人物体判別部のアルゴリズムの一例を説明す
るための説明図。
【図１１】本開示の第１実施形態において弾性係数を求める式を説明するための図。
【図１２】本開示の知見において説明した、人の挟み込み状態の一例を示す図。
【図１３】本開示の第１実施形態における制限時間設定部のアルゴリズムの一例を示す図
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（基礎となった知見）
　従来、例えば、物体搬送において、人と協働して作業を行うパワーアシストロボットは
、簡単な物体の組み付け作業にも応用が可能である。その場合、搬送物体は、周辺に何も
ない安全な場所だけを移動するわけではなく、周辺に組み付け先となる他の物体がある可
能性が高い。そして、同時にロボットの安全性を高めても、人が介在する以上、人がある
程度危険な状況になる可能性は、無視できない。想定できる危険状況の中に、人がロボッ
ト若しくはロボットの搬送物体と周辺環境との間に挟まれる状況が考えられる。例えば図
１２で示すように、ロボットアーム２１で保持した搬送物体９２を周辺物体９５の中に組
み込むような作業をパワーアシストロボットで実現する場合に、最終組み付けで、人が搬
送物体９２を少し位置合わせをしようと、ロボットアーム２１に取り付けたハンドルから
手を離し、自らの手で搬送物体９２を触って搬送物体９２の位置合わせをするような状況



(6) JP 6238021 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

において、搬送物体９２と周辺物体９５との間に手を挟まれてしまうようなケースが考え
られる。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１の技術では、手首軸のみしか動かないため、挟まれた状態か
ら脱出できない場合があり、人への安全性に問題がある。また、手首軸のみならず基本軸
が可動な状態でも、基本軸と手首軸を含むロボットの可動範囲が小さいため、人が、例え
ば手を挟まれた状態から素早く脱出できない場合もある。また、特許文献２の技術では、
狭い空間では、人が、例えば、手を挟まれたとき、動く空間が制限されてしまい、人が脱
出出来ない場合がある。また、ロボットアームが動ける方向と予め決められた方向とだけ
に動いても、人は挟まれた状態から脱出できない場合もある。その場合、ロボット制御装
置は人への安全性から、周辺環境への影響以上に人の脱出を優先すべき場合もあるが、ロ
ボット制御装置は対応出来ない。
【００１２】
　本開示は、従来の産業用ロボットなどとは異なり、さらなる安全性に対応可能な、より
具体的には、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれた状態から人を出来る限り素早く安全
状態に脱出させるための動作を行うことができる、人と協働するパワーアシスト型のロボ
ット、ロボットの制御装置及び制御方法、並びに、ロボット用制御プログラムを提供する
。
【００１３】
　以下に、本開示にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１４】
　以下、図面を参照して本開示における実施形態を詳細に説明する前に、本開示の種々の
態様について説明する。
【００１５】
　第１の態様によれば、複数の関節部を有するロボットアームの先端部の位置情報を取得
する位置情報取得部と、人が前記ロボットアームにかけている力を検出する第１の力検出
部と、前記第１の力検出部で検出した力を基に、前記ロボットアームと外界環境との間に
前記人若しくは物体が挟まれたか否かを判別する挟み込み判別部と、前記先端部が動作す
る領域を、制限領域と非制限領域に分類する領域分類部と、前記ロボットアームの動作に
制限をかける時間である制限期間（制限時間）を設定する制限時間設定部を備え、前記挟
み込み発生検出後の期間が、前記制限期間内であり、かつ、前記先端部が前記制限領域に
位置する場合は、前記複数の関節部に含まれる一以上の関節部に動作制限が課され、前記
複数の関節部のうち前記一以上の関節部以外の少なくとも１つの関節部には前記動作制限
が課されず、前記動作制限は前記一以上の関節部の動作停止であり、前記挟み込み検出後
の期間が、前記制限期間以降である場合は、前記動作制限が解除され、前記挟み込み検出
後の期間が、前記制限期間内であり、かつ、前記先端部が前記非制限領域に位置する場合
は、前記複数の関節部に動作制限が課されない、ロボットを提供する。
【００１６】
　前記第１の態様によれば、人と協働して作業を行うパワーアシスト型のロボットにおい
て、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態から安全に脱出する動作を行うことができ
るロボットが可能となる。
【００１７】
　第２の態様によれば、外部から前記ロボットアームが受けている外力を検出する第２の
力検出部をさらに備えて、
　前記挟み込み判別部は、前記第１の力検出部で検出した力と、前記第２の力検出部で検
出した、前記外部から前記ロボットアームが受けている外力とに基づき、前記ロボットア
ームと前記外界環境との間に前記人若しくは物体が挟まれたことを判別し、
　前記挟み込み判別部で挟み込みを判別したとき、前記第２の力検出部で検出した、前記
外部から前記ロボットアームが受けている外力に基づき、前記ロボットアームを動作制御
させる、
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第１の態様に記載のロボットを提供する。
【００１８】
　前記第２の態様によれば、第１の力検出部では力を検出出来ない場所で挟み込みが発生
した場合にも、確実に挟み込みを検出しロボットを動作させることが出来るため、挟まれ
状態から安全に脱出する動作を行うことが出来るロボットが可能となる。
【００１９】
　第３の態様によれば、前記領域分類部は、前記制限領域を有する作業領域のマップを事
前に保持している第１又は２の態様に記載のロボットを提供する。
【００２０】
　前記第３の態様によれば、マップにより制限領域が判断できるため、制限領域では、周
辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態から安全に脱出する動作を行うことができるロボ
ットが可能となる。
【００２１】
　第４の態様によれば、前記領域分類部は、前記先端部の動作速度を求め、前記先端部の
動作速度が速度の閾値より遅い領域を、前記制限領域とする第１又は２の態様に記載のロ
ボットを提供する。
【００２２】
　前記第４の態様によれば、前記領域分類部の働きにより、制限領域を予め決定していな
くても、先端部の動作速度により、制限領域か、非制限領域かを決定でき、制限領域では
、動作させる方向に制限をかけ、かつ制限時間設定部の働きにより、一定の制限時間を超
えた後は全ての方向に動作するロボットアームの制御が可能となる。このように、領域分
類部が先端部の動作速度から周辺環境への影響を推定し、制限をかける範囲（領域）か制
限をかけない範囲（領域）かを決定することで、事前に作業領域のマップを持たない場合
でも制御を実現することが可能となる。
【００２３】
　第５の態様によれば、前記制限領域は複数の領域を含み、前記領域分類部は、前記複数
の領域ごとに、前記複数の関節部の動作の制限をかける方向の情報を有している方向別領
域分類部である、第３の態様に記載のロボットを提供する。
【００２４】
　前記第５の態様によれば、複数の領域ごとにおいて限定された方向のみ制限をかけるこ
とが可能となるため、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態からより安全に脱出する
動作を行うことができるロボットが可能となる。
【００２５】
　第６の態様によれば、前記方向別領域分類部の前記複数の領域の情報と前記関節部の動
作の制限をかける方向の情報に基づいて、前記動作の制限をかける関節部が決定される第
５の態様に記載のロボットを提供する。
【００２６】
　前記第６の態様によれば、制限をかける領域において制限をかける関節のみ制限をかけ
ることが可能となるため、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態からより安全に脱出
する動作を行うことができるロボットが可能となる。
【００２７】
　第７の態様によれば、前記複数の関節部のうち、前記先端部に近い関節部から少なくと
も１個の関節部は、制限を課されない第１の態様に記載のロボットを提供する。
【００２８】
　前記第７の態様によれば、制限をかける領域において限定された関節のみ制限をかける
ことが可能となるため、周辺環境への影響を配慮しつつ、同時に、先端部に近い関節部か
ら少なくとも１個の関節部は制限がかからないため、挟まれ状態から安全に脱出する動作
を行うことができるロボットが可能となる。
【００２９】
　第８の態様によれば、前記制限時間設定部は、前記第２の力検出部が検出した前記外力
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が大きいほど制限時間を短くする第２の態様に記載のロボットを提供する。
【００３０】
　前記第８の態様によれば、外力が大きいときはより強く脱出する必要があるととらえ、
そのようなときは、早く制限が解除されるため挟まれ状態からより早く脱出出来ることが
可能となるため、挟まれ状態から安全に脱出動作を行うことが出来るロボットが可能とな
る。
【００３１】
　第９の態様によれば、さらに、人物体判別部を備え、
　前記人物体判別部は、前記位置情報取得部で取得した位置情報と、前記第２の力検出部
で検出した、前記外部から前記ロボットアームが受けている外力と、前記挟み込み判別部
で判別された情報とを基に、前記ロボットアームの前記先端部と前記外界環境との間に挟
み込まれた物質が人か物体かを判別し、前記人であると判別した場合は、前記制限時間設
定部が前記制限時間を、前記物体であると判別した場合よりも小さくする第２の態様に記
載のロボットを提供する。
【００３２】
　前記第９の態様によれば、人物体判別部の働きにより、人が挟まれたと判別したときに
は制限時間を短く、人以外の物体が挟まれた判別したときには制限時間を長くする動作が
可能となる。この動作により、挟み込みが発生したときには、まず、先端部で保持する搬
送物体が周辺環境等に衝突しない範囲で力制御を実現することで、挟み込まれた人若しく
は物体が挟み込み状態から脱出出来る方向に動作することが出来る。また、人への安全を
より高めたロボット動作が可能となる。
【００３３】
　第１０の態様によれば、前記第２の力検出部は、前記関節部の駆動装置の電流値と前記
位置情報取得部で取得した位置情報とから推定関節トルクを推定し、
　前記人物体判別部は、前記位置情報取得部で取得した位置情報と前記第２の力検出部で
推定した前記推定関節トルクとを基に、弾性係数を求め、求められた弾性係数が人判別用
第１閾値より小さい物質を挟み込んだと判断した場合は、挟み込まれた物質は人であると
判別し、前記弾性係数が前記人判別用第１閾値以上である物質を挟み込んだと判断した場
合は、挟み込まれた物質は物体であると判別する、第９の態様に記載のロボットを提供す
る。
【００３４】
　前記第１０の態様によれば、人物体判別部の働きにより、人が挟まれたと判別したとき
には制限時間を短く、人以外の物体が挟まれた判別したときには制限時間を長くする動作
が可能となる。この動作により、挟み込みが発生したときには、まず、先端部で保持する
搬送物体が周辺環境等に衝突しない範囲で力制御を実現することで、挟み込まれた人若し
くは物体が挟み込み状態から脱出出来る方向に動作することが出来る。また、人への安全
をより高めたロボット動作が可能となる。
【００３５】
　第１１の態様によれば、前記人物体判別部は、前記第２の力検出部で検出した、前記外
部から前記ロボットアームが受ける外力の最大値と最小値との差が、人判別用第２閾値以
上に大きい場合は、挟み込まれた物質を人であると判別する第９の態様に記載のロボット
を提供する。
【００３６】
　前記第１１の態様によれば、人物体判別部の働きにより、人が挟まれたと判別したとき
には制限時間を短く、人以外の物体が挟まれた判別したときには制限時間を長くする動作
が可能となる。この動作により、挟み込みが発生したときには、まず、先端部で保持する
搬送物体が周辺環境等に衝突しない範囲で力制御を実現することで、挟み込まれた人若し
くは物体が挟み込み状態から脱出出来る方向に動作することが出来る。また、人への安全
をより高めたロボット動作が可能となる。
【００３７】
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　第１２の態様によれば、前記挟み込み判別部は、前記第１の力検出部からの入力が０で
あり前記第２の力検出部からの入力が一定値以上の値であるときに、前記挟み込み判別部
は挟み込みがあると判別する第８の態様に記載のロボットを提供する。
【００３８】
　前記第１２の態様によれば、第１の力検出部では力を検出出来ない場所で挟み込みが発
生した場合に確実に挟み込みを検出しロボットを動作させることが出来、かつ第１の力検
出部で力を検出出来る場合は、通常動作において、挟まれ状態から安全に脱出する動作を
行うことが出来るロボットが可能となるため、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態
からより安全に脱出する動作を行うことができるロボットの動作が可能となる。
【００３９】
　第１３の態様によれば、複数の関節部を有するロボットアームの先端部の位置情報を取
得する位置情報取得部と、人が前記ロボットアームにかけている力を検出する第１の力検
出部と、前記第１の力検出部で検出した力を基に、前記ロボットアームと外界環境との間
に前記人若しくは物体が挟まれたか否かを判別する挟み込み判別部と、前記先端部が動作
する領域を、制限領域と非制限領域に分類する領域分類部と、前記ロボットアームの動作
に制限をかける時間である制限期間を設定する制限時間設定部を備え、前記挟み込み発生
検出後の期間が、前記制限期間内であり、かつ、前記先端部が前記制限領域に位置する場
合は、前記複数の関節部に含まれる一以上の関節部に動作制限が課され、前記複数の関節
部のうち前記一以上の関節部以外の少なくとも１つの関節部には前記動作制限が課されず
、前記動作制限は前記一以上の関節部の動作停止であり、前記挟み込み検出後の期間が、
前記制限期間以降である場合は、前記動作制限が解除され、前記挟み込み検出後の期間が
、前記制限期間内であり、かつ、前記先端部が前記非制限領域に位置する場合は、前記複
数の関節部に動作制限が課されない、ロボットの制御装置を提供する。
【００４０】
　前記第１３の態様によれば、人と協働して作業を行うパワーアシスト型のロボットの制
御装置において、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態から安全に脱出する動作を行
うことができるロボットの制御装置が可能となる。
【００４１】
　第１４の態様によれば、複数の関節部を有するロボットアームの先端部の位置情報を取
得するステップと、人が前記ロボットアームにかけている力を検出するステップと、前記
検出した力を基に、前記ロボットアームと外界環境との間に前記人若しくは物体が挟まれ
たか否かを判別するステップと、前記先端部が動作する領域を、制限領域と非制限領域に
分類するステップと、前記ロボットアームの動作に制限をかける時間である制限期間を設
定するステップを含み、前記挟み込み発生検出後の期間が、前記制限期間内であり、かつ
、前記先端部が前記制限領域に位置する場合は、前記複数の関節部に含まれる一以上の関
節部に動作制限が課され、前記複数の関節部のうち前記一以上の関節部以外の少なくとも
１つの関節部には前記動作制限が課されず、前記動作制限は前記一以上の関節部の動作停
止であり、前記挟み込み検出後の期間が、前記制限期間以降である場合は、前記動作制限
が解除され、前記挟み込み検出後の期間が、前記制限期間内であり、かつ、前記先端部が
前記非制限領域に位置する場合は、前記複数の関節部に動作制限が課されない、ロボット
の制御方法を提供する。
【００４２】
　前記第１４の態様によれば、人と協働して作業を行うパワーアシスト型のロボットの制
御方法において、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態から安全に脱出する動作を行
うことができるロボットの制御方法が可能となる。
【００４３】
　第１５の態様によれば、第１４の態様のロボットの制御方法をコンピュータに実行させ
るためのロボット用制御プログラムを提供する。
【００４４】
　前記第１５の態様によれば、人と協働して作業を行うパワーアシスト型のロボットの制
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御プログラムにおいて、周辺環境への影響を配慮しつつ挟まれ状態から安全に脱出する動
作を行うことができるロボットのロボット用制御プログラムが可能となる。
【００４５】
　以下に、本開示にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００４６】
　（第１実施形態）
　図１は、本開示の第１実施形態にかかるロボットシステム１００の概要を示す図である
。
【００４７】
　ロボットシステム１００のロボット２０は、ロボットアーム２１を備えるとともに、人
９１がロボットアーム２１に力を伝達するためのハンドル２２をロボットアーム２１の手
先に備えている。また、物体９２を保持するための吸着パッド９３をロボットアーム２１
の手先（先端）に備えている。人９１がハンドル２２に力をかけると、人９１がハンドル
２２にかけている力を第１力検出部２３で検出し、検出した力に応じてロボットアーム２
１が動作し、物体搬送等の作業支援パワーアシストアームとして動作することができる。
ロボットアーム２１の先端には、吸着パッド９３を備えており、吸着パッド９３により物
体９２を保持することで物体搬送が可能となる。本明細書では、ロボットアーム２１の先
端と吸着パッド９３とを含めてロボットアーム２１の先端部と称する。
【００４８】
　図２は、本開示の第１実施形態にかかるロボットシステム１００の構成を示す図である
。
【００４９】
　ロボットシステム１００は、制御装置５０と、制御装置５０の制御対象であるロボット
２０とにより構成されている。
【００５０】
　制御装置５０は、この第１実施形態では、一例として、一般的なパーソナルコンピュー
タにより構成されており、制御装置５０は、制御プログラム４０と、入出力ＩＦ４１とで
構成されている。
【００５１】
　入出力ＩＦ（インターフェース）４１は、パーソナルコンピュータのＰＣＩバスなどの
拡張スロットに接続された、例えば、Ｄ／Ａボードと、Ａ／Ｄボードと、カウンタボード
となどを備えるように構成されている。
【００５２】
　制御装置５０は、入力部の一例としての入出力ＩＦ４１を介して、ロボット機構部６の
各リンクマニピュレータを駆動するモータドライバ４２と接続され、そのモータドライバ
４２に制御装置５０から制御信号を送る。
【００５３】
　ロボット２０は、前記したように、ロボットアーム２１を備えている。ロボットアーム
２１の構造については後述する。
【００５４】
　ロボットアーム２１の動作を制御する制御装置５０の制御動作が実行されることにより
、ロボットアーム２１の各関節部の後述するエンコーダ７より出力される各関節角度情報
（回転位相角など）を検出し、検出した各関節角度情報が入出力ＩＦ４１のカウンタボー
ドを通じて制御装置５０に取り込まれ、取り込まれた各関節角度情報に基づき制御装置５
０によって各関節部の回転動作での制御指令値が算出される。算出された各制御指令値は
、入出力ＩＦ４１のＤ／Ａボードを通じて、ロボットアーム２１の各関節部を駆動制御す
るためのモータドライバ４２に与えられ、モータドライバ４２から送られた各制御指令値
に従って、ロボットアーム２１の各関節部の駆動装置の一例としてのモータ１９がそれぞ
れ独立して駆動される。このモータドライバ４２とモータ１９とで駆動部の一例として機
能する。また、エンコーダ７は、角度情報（回転位相角など）を出力する角度検出部の一



(11) JP 6238021 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

例として機能する。言い換えれば、エンコーダ７は、ロボットアーム２１の手先（先端の
一例）の位置情報を取得する位置情報取得部として機能する。モータドライバ４２には、
モータ１９に流れている電流の大きさを検出する電流検出部８が内蔵されている。電流検
出部８は、後述するように、負荷トルク推定部１３と協働して第２の力情報（外部からロ
ボットアーム２１が受けている外力の力情報）を検出する第２の力検出部としても機能す
る。第１の力検出部と第２の力検出部は、共に、力検出部の一例として機能する。
【００５５】
　ロボットアーム２１は、一例として、台部３４も含めて６自由度の多リンクマニピュレ
ータであり、先端（手先）の手首部３１には、力センサ２３を介してハンドル２２と吸着
パッド９３との取り付けが可能である。ロボットアーム２１は、手首部３１と、手首部３
１を先端に有する第２リンク３２と、第２リンク３２の基端を先端に回転可能に連結する
第１リンク３３と、第１リンク３３の基端が回転可能に連結支持された第２関節支柱３５
と、第２関節支柱３５が取り付けられかつ床９０に固定される台部３４とを備えている。
さらに、人９１が手でハンドル２２に加えた力を計測するために、手首部３１の先端に、
第１力検出部の一例である力センサ２３を介してハンドル２２は取り付けられている。ま
た、同じく、手首部３１の先端には、物体９２を保持するための吸着パッド９３を備えて
いる。
【００５６】
　手首部３１は、第４関節部２７と、第５関節部２８と、第６関節部２９との３つの回転
軸を有しており、第２リンク３２に対するハンドル２２の相対的な姿勢（向き）を変化さ
せることができる。第２リンク３２の基端は、第１リンク３３の先端に対して第３関節部
２６周りに回転可能とする。第１リンク３３の基端は、第２関節支柱３５に対して第２関
節部２５周りに回転可能とする。台部３４の上側可動部３４ａは、台部３４の下側固定部
３４ｂに対して第１関節部２４周りに回転可能とする。
【００５７】
　この結果、ロボットアーム２１は、第１関節部２４から第６関節部２９の合計６個の回
転軸周りにそれぞれ独立して回転可能として、前記６自由度の多リンクマニピュレータを
構成している。
【００５８】
　各回転軸の回転部分を構成する各関節部には、各関節部を構成する一対の部材（例えば
、回動側部材と、該回動側部材を支持する支持側部材）のうちの一方の部材に備えられ、
かつ後述するモータドライバ４２により駆動制御される回転駆動装置の一例としてのモー
タ１９（実際には、ロボットアーム２１の各関節部の内部に配設されている）と、モータ
１９の回転軸の回転位相角（すなわち、関節角）を検出するエンコーダ７（実際には、ロ
ボットアーム２１の各関節部の内部に配設されている）とを備える。よって、各関節部を
構成する一方の部材に備えられたモータ１９の回転軸が、各関節部の他方の部材に連結さ
れて前記回転軸を正逆回転させることにより、他方の部材を一方の部材に対して各回転軸
周りに回転可能とする。
【００５９】
　図３は、本開示の第１実施形態にかかるロボット２０の制御装置５０及び制御対象であ
るロボット２０の一部を示すブロック図である。
【００６０】
　ロボット２０の制御装置５０は、目標軌道生成部１と、目標角加速度計算部２と、目標
関節トルク計算部３と、逆運動学計算部４と、角度誤差補償部５と、角度誤差計算部９と
、修正角加速度計算部１０と、目標軌道加算部１１と、挟み込み検知部１２と、第１力制
御部１４と、第２力制御部１６と、人物体判別部４９と、制限時間設定部５１と、領域分
類部の一例としての方向別領域分類部（第１領域分類部）５２と、挟み込み時目標値加算
部５３と、関節制限部５４とを備えて構成している。第１力制御部１４と第２力制御部１
６とは、力制御部の一例として機能する。
【００６１】
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　挟み込み検知部１２は、負荷トルク推定部１３と、挟み込み判別部１５とを備えて構成
している。
【００６２】
　また、ロボット２０は、ロボットアーム２１で構成されるロボット機構部６と、エンコ
ーダ７と、電流検出部８と、第１力検出部の一例である力センサ２３とを備えて構成して
いる。また、制御装置５０に対しては、エンコーダ７で計測されたロボット２０からの関
節角度情報と、力センサ２３で計測された第１の力情報（力ベクトルＦ）とが入力される
。この第１の力情報は、人９１がハンドル２２を介してロボットアーム２１にかけた力で
ある。
【００６３】
　目標軌道生成部１は、ロボットに実現させる作業の目標軌道に沿ったロボット２０の動
作を実現するための目標位置ベクトルｒｄを目標軌道加算部１１に出力する。目標とする
ロボット２０の動作は、目的とする作業動作に応じて、事前に、それぞれの時間ｔ（ｔ＝
０、ｔ＝ｔ１、ｔ＝ｔ２、・・・）でのポイントごとの目標位置ｒｄｔ＝［ｒｄｔ１，ｒ

ｄｔ２，ｒｄｔ３，ｒｄｔ４，ｒｄｔ５，ｒｄｔ６］Ｔ（ｒｄ０、ｒｄ１、ｒｄ２、・・
・）が目標軌道生成部１内の記憶部に記録されている。そして、目標位置生成部１は、そ
れぞれの時間（ｔ＝０、ｔ＝ｔ１、ｔ＝ｔ２、・・・）でのポイントごとの位置（ｒｄ０

、ｒｄ１、ｒｄ２、・・・）の情報を基に多項式補間を使用し、各ポイント間の軌道を補
完し、目標位置ベクトルｒｄ＝［ｒｄ１，ｒｄ２，ｒｄ３，ｒｄ４，ｒｄ５，ｒｄ６］Ｔ

を生成する。
【００６４】
　第１力制御部１４は、ロボット２０の力センサ２３の出力である第１の力情報（力ベク
トルＦ）を基に、修正目標位置ベクトルｒｄFを算出して、目標軌道加算部１１に出力す
る。第１力制御部１４は、インピーダンス制御法又はコンプライアンス制御法等の力制御
手法により、目標位置ベクトルｒｄFを算出する。人９１がロボットアーム２１に取り付
けられたハンドル２２にかけた力を、第１力検出部の一例である力センサ２３で検出し、
検出した力を基に第１力制御部１４が修正目標位置ベクトルｒｄFを算出して出力する。
このような方法で、人９１がかけた力の方向にロボットアーム２１が動作する、人協調動
作を実現することができる。
【００６５】
　目標軌道加算部１１は、目標軌道生成部１から出力された目標位置ベクトルｒｄと第１
力制御部１４から出力された修正目標位置ベクトルｒｄFを加算して修正目標位置ベクト
ルｒｄｍを求め、修正目標位置ベクトルｒｄｍを逆運動学計算部４に出力する。
【００６６】
　逆運動学計算部４は、目標軌道加算部１１から出力された修正目標位置ベクトルｒｄｍ

が入力され、目標角度ベクトルｑｄを計算で求めて、挟み込み時目標値加算部５３に出力
する。目標角度ベクトルｑｄは、ロボット２０の幾何学情報から計算される。
【００６７】
　負荷トルク推定部１３は、電流検出部８の出力である各モータ１９の電流値とエンコー
ダ７から出力された各関節角度情報とから、各モータ１９によって発生しているトルク（
推定関節トルク）を推定し、それにより、ロボットアーム２１が外部から受けている力を
推定（検出）する。推定した力は、第２の力情報として、挟み込み判別部１５と、第２力
制御部１６と人物体判別部４９と第２力制御部１６とに出力する。
【００６８】
　各モータ１９の発生トルクτｍは、電流検出部８において検出した電流値を
【００６９】
【数１】

【００７０】
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【００７１】
【数２】

【００７２】
　とすると、一般的に
【００７３】

【数３】

【００７４】
　によって求めることが出来る。なお、τｍＮとは、Ｎ番目の関節部の回転軸のモータ１
９が発生しているトルクを意味する。
【００７５】
　次に、各回転軸のモータ１９が発生しているトルクτｍからロボットアーム２１にかか
っている重力を減算して、ロボットアーム２１に外部から受けているトルクτｈを外部か
ら受けていると負荷トルク推定部１３で推定する。
【００７６】
【数４】

ここで、τｍは各回転軸のモータ１９が発生しているトルクであり、
【００７７】
【数５】

【００７８】
はエンコーダ７から入力された各回転軸の角度情報であり、
【００７９】

【数６】

【００８０】
はロボットアーム２１にかかる重力項である。
【００８１】
　出力する第２の力情報は、各関節部に外部からかかっているトルクで表現されるため、
【００８２】

【数７】

　となる。ただし、τｈｎのｎは関節部番号である。
【００８３】
　各モータ１９は、ロボットアーム２１の動作時には、以下の式で表すトルクを出力して
いる。
【００８４】

【数８】

【００８５】
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【数９】

は、それぞれ、搬送物体９２及びロボット２０のダイナミクスパラメータからなる係数行
列であり、
【００８６】
【数１０】

【００８７】
は角加速度である。負荷トルク推定部１３において、各関節部にかかっているトルクを推
定するときは挟み込みが発生しているときなので、ロボットアーム２１はほぼ静止してい
ると考えられる。静止状態で各モータ１９が出力しているトルクτは、重力項のみであり
、以下の式で表される。
【００８８】

【数１１】

【００８９】
　よって、各回転軸のモータ１９が発生しているトルクτｍから重力項を減じることによ
り、モータ１９がロボットアーム２１を静止状態に保つためのトルク以上に出力している
トルクが負荷トルク推定部１３で算出でき、これが外部から受けているトルクと負荷トル
ク推定部１３で推定できる。
【００９０】
　挟み込み判別部１５は、力センサ２３から入力される第１の力情報Ｆと負荷トルク推定
部１３から入力される第２の力情報とから、ロボットアーム２１と外界環境との間に人９
１を含む何らかの物体が挟み込まれているかどうかを判別する。挟み込みが発生したと挟
み込み判別部１５で判別した場合は、挟み込み判別部１５から、挟み込み信号と挟み込み
が発生している関節部番号とを第２力制御部１６と人物体判別部４９とに出力する。
【００９１】
　ここでの挟み込みとは、人９１若しくは物体がロボットアーム２１と外界環境との間に
挟み込まれ、かつ、人９１がその挟み込まれた状態を簡単に解除できない状態のことを指
す。すなわち、何らかの挟み込みが発生していても、ハンドル２２に人９１が力をかけて
いる場合、作業に必要な意図的な挟み込みである可能性があること、又は、仮に意図しな
い挟み込みであっても人９１がハンドル２２に適切な力をかけることによって挟み込み状
態から人９１などが脱出可能であるため、ハンドル２２に力がかかっている場合は、挟み
込みが発生したとは挟み込み判別部１５で判別しない。
【００９２】
　挟み込み判別部１５は、まず、力センサ２３から入力されている力ベクトルＦが事前に
定めた閾値以上のときは、ハンドル２２に人９１が力をかけている状態と判断し、挟み込
みは発生していないと判別する。挟み込み判別部１５は、力センサ２３から入力されてい
る力ベクトルＦが挟み込み判別用第１閾値よりも小さく（例えば、「０」であり）、かつ
負荷トルク推定部１３から出力された第２の力情報の各要素の全てが、事前に定めた挟み
込み判別用第２閾値よりも小さいときは、ロボットアーム２１に外部から力はかかってい
ないと判断し、挟み込みは発生していないと判別する。挟み込み判別部１５は、力センサ
２３から入力されている力ベクトルＦが、挟み込み判別用第１閾値よりも小さく、かつ負
荷トルク推定部１３から出力された第２の力情報の各要素のうち一つの要素でも、事前に
定めた挟み込み判別用第２閾値以上のときは、挟み込みが発生していると判別する。挟み
込みが発生していると挟み込み判別部１５で判別した場合は、どの関節部で発生している
かも、挟み込み判別部１５から第２力制御部１６と人物体判別部４９とに出力する。よっ
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て、挟み込み判別部１５は、力センサ２３からの入力が０であり（一定値未満の値であり
）、かつ第２の力検出部の一部である負荷トルク推定部１３からの入力が一定値以上の値
であるときに、挟み込み判別部１５は挟み込みがあると判別する。挟み込みが発生してい
る関節部は、事前に定めた閾値以上の大きいトルクが発生している関節部のうち最も関節
部番号が大きい関節部とする。これは、例えば図２において、第３関節部２６において挟
み込みが発生している、すなわち、第２リンク３２に対して矢印ａの方向に力がかかって
いる状況において、外部からロボットアーム２１にかけられている力によって発生する各
関節部の負荷トルクは、第３関節部２６と、第２関節部２５と、第１関節部２４との３つ
の関節部に発生し、第２リンク３２よりも手先に近い第４関節部２７と、第５関節部２８
と、第６関節部２７とには発生しない。よって、閾値以上の大きな負荷トルクが発生して
いる関節部のうち、最も手先に近い関節部で挟み込みが発生している、と挟み込み判別部
１５で推定出来る。
【００９３】
　人物体判別部４９は、エンコーダ７から入力された角度情報と負荷トルク推定部１３か
ら入力された第２の力情報と挟み込み判別部１５から入力された挟み込み信号とを基に、
挟み込まれた物が人か、人ではない物体か、を判別する。判別結果は、人物体判別部４９
から制限時間設定部５１に出力する。
【００９４】
　人物体判別部４９は、常に、予め事前に実験等で定めた時間分（例えば１秒）の角度情
報及び第２の力情報を、人物体判別部４９の内部に有するメモリなどの記憶装置４９ｍに
記憶していく。この結果、常に、１秒前から現在（制御を行う時点）までの角度情報及び
第２の力情報が記憶されている状態になる。挟み込み判別部１５から挟み込み信号が入力
された場合、１秒前からの情報、及び、挟み込み信号が入力されてからの所定の時間分の
情報を基に、人か物体かの判別を行う。挟み込み信号が入力されてからの所定の時間も予
め実験等で定めておき、例えば０．５秒とする。
【００９５】
　これについて、図４Ａ及び図４Ｂを基に具体的に説明する。図４Ａの上段のグラフは時
間と角度情報との関係を示し、中段のグラフは時間と第２の力情報との関係を示し、下段
のグラフは時間と挟み込み信号との関係を示す。図４Ｂも、上段のグラフは時間と角度情
報との関係を示し、中段のグラフは時間と第２の力情報との関係を示し、下段のグラフは
時間と挟み込み信号との関係を示す。ここで、図４Ａは人と判別される例である。ｔ＝０
の時刻において挟み込み信号（グラフでは「１」の値）が入力されるため、人物体判別部
４９の記憶装置４９ｍには、ｔ＝－１の時刻からｔ＝０の時刻までの角度情報及び第２の
力情報が記憶されている。また、挟み込み信号が入力されてから０．５秒後となるｔ＝０
．５の時刻までの情報を使用する。図４Ａの第２の力情報及び関節情報は、挟み込み判別
部１５から入力されかつ挟み込みが発生していると推定された関節部のトルク及び角度で
ある。挟み込まれた物質（物体又は人）の弾性係数Ｋを人物体判別部４９で計算するため
、以下の式を用いる。
【００９６】
【数１２】

　ただし、ｎは挟み込みが発生している関節部番号、τｎ２はｔ＝０．５の時刻での推定
関節トルク、τｎ１はｔ＝－１の時刻での推定関節トルク、ｑｎ２はｔ＝０．５の時刻で
のエンコーダ７より出力される関節角度、ｑｎ１はｔ＝－１の時刻でのエンコーダ７より
出力される各関節角度である。
【００９７】
　図１１を用いて、弾性係数Ｋを求める式を説明する。推定関節トルクでは、その先のリ
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ンク６０のどこで挟み込みが発生しているかはわからないので、仮にリンク６０の関節軸
（回転軸）６１の軸中心から長さｌの部分で挟み込みが発生したとする。ここで、挟み込
みが発生する直前にエンコーダ７より出力される関節角度がｑｎ1に相当し、挟み込みが
発生して物体６２に力がかかっている状態でエンコーダ７より出力される関節角度がｑｎ

２に相当する。また、挟み込みが発生する直前の推定関節トルクがτｎ1に相当し、挟み
込みが発生して物体６２に力がかかっている状態の推定関節トルクがτｎ２に相当する。
挟み込み時の関節角度の変化は小さいと考えられるため、挟み込み前後で物体６２とリン
ク６０との接触点の位置はほとんど変わらず、どちらも関節軸６１から長さｌの部分だと
すると、挟み込みによってリンク６０から物体６２にかけられた力は、
【００９８】
【数１３】

【００９９】
　で表すことが出来る。
【０１００】
　また、挟み込みによって物体６２が縮んだ量は、リンク６０の長さｌの部分の変位量に
相当するため、
【０１０１】

【数１４】

【０１０２】
　で表すことが出来る。ここで、挟み込み時の関節角度の変化は小さいため、
【０１０３】
【数１５】

【０１０４】
　と近似できる。
【０１０５】
　よって、物体６２の弾性係数Ｋは
【０１０６】
【数１６】

【０１０７】
で求めることが出来る。
【０１０８】
　前記式で計算した弾性係数Ｋが、事前に定めた人判別用第１閾値よりも小さいときに、
人物体判別部４９で人であると判別する。人物体判別部４９により人であると判別したと
きは、人判別信号を人物体判別部４９から制限時間設定部５１に出力する。
【０１０９】
　図４Ｂは物体と判別される例である。ｔ＝０の時刻において挟み込み信号（グラフでは
「１」の値）が入力されるため、人物体判別部４９の記憶装置４９ｍには、ｔ＝－１から
ｔ＝０までの角度情報及び第２の力情報が記憶されている。また、挟み込み信号が入力さ
れてから０．５秒後となるｔ＝０．５までの情報を使用する。図４Ａと同様に、弾性係数
Ｋを人物体判別部４９で計算すると、閾値以上に大きくなり、人よりも堅いため、物体で
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あると人物体判別部４９で判別する。人物体判別部４９により物体であると判別したとき
は、物体判別信号を人物体判別部４９から制限時間設定部５１に出力する。また、人であ
ると判別したか物体であると判別したかに関わらず、挟み込みが発生して物体に力がかか
っている状態での力、すなわち図１１における、力がかかっている状態の推定関節トルク
τｎ２も、人物体判別部４９から制限時間設定部５１に出力する。
【０１１０】
　制限時間設定部５１は、人物体判別部４９から入力された人か物体かの判別信号と、挟
み込みによって発生した力とを基に、予め決められた制限時間（制限期間）を関節制限部
５４に出力する。
【０１１１】
　図１３は、制限時間設定部５１のアルゴリズムの一例を説明する説明図である。制限時
間設定部５１は、挟み込まれた物が物体か人か、また、挟み込みによって発生した力が予
め決められた閾値以上か未満かによって、制限時間をそれぞれ記憶している。この制限時
間は、関節制限部５４が、挟み込みが発生後の力制御を行う際に動作する関節部に制限（
動作制限）をかける時間である。よって、人が挟まれたと人物体判別部４９で判別した場
合は、人への安全性を重視して、制限時間設定部５１により、制限時間を短く設定してあ
る。逆に、物体が挟まれたと人物体判別部４９で判別した場合は、制限時間設定部５１に
より、周辺環境への影響も考えて人が挟まれたと判別した場合よりも、制限時間を長く設
定する。挟み込みによって発生した力が大きいときは、それによって起こるロボット２０
への影響及び挟み込まれた物体への影響が大きいと考え、力が小さいときよりも、制限時
間設定部５１により、制限時間を短く時間設定する。
【０１１２】
　第２力制御部１６は、負荷トルク推定部１３の出力である各関節部に外部からかかって
いるトルクを基に、目標角度ベクトルを算出して、関節制限部５４に出力する。第２力制
御部１６は、インピーダンス制御法又はコンプライアンス制御法等の力制御手法により、
目標角度ベクトルを算出する。挟み込み等により、人９１がロボットアーム２１に取り付
けられたハンドル２２にかけた力以外にロボットアーム２１に外部からかけられている力
を、各関節部にかかっているトルク（推定関節トルク）として負荷トルク推定部１３で推
定し、推定した力を基に第２力制御部１６が目標角度ベクトルを算出して、関節制限部５
４に出力する。このような方法で、ロボットアーム２１にかけられている負荷トルクの方
向にロボットアーム２１が動作し、挟み込み動作が発生したときに外部からかけられた力
の方向に動作する力制御が実現する。力制御を行うことにより、ロボットアーム２１は、
外部からかけられている力の方向に動作し、挟み込みが発生している場合は、挟み込まれ
た人若しくは物体から受ける力によって、挟み込みが解消される方向に動作するため、挟
み込まれた人若しくは物体は挟み込み状態から脱出することが出来る。
【０１１３】
　方向別領域分類部５２の内部の記憶部には、ロボットアーム２１の作業領域のマップを
事前に保持し、そのマップ内において、制限をかける方向を予め定めて記憶しておく。方
向別領域分類部５２は、エンコーダ７から入力された角度情報に基づき、現在位置（制御
する時点での位置）の制限方向を関節制限部５４に出力する。図５は、方向別領域分類部
５２で分類した作業領域の一例である。この例では、ｚ方向（紙面と垂直な方向）への移
動は小さいものとして、所定のｚ座標値におけるｘｙ平面での断面図で説明を行う。図５
の外側の円Ａと内側の円Ｂとに挟まれた円環状の範囲がロボットアーム２１の吸着パッド
９３の可動範囲である。そして、作業例として、楕円形状の領域Ｃで搬送物体９２をピッ
クアップし、楕円形状の領域Ｄにある作業台９４に搬送物体９２を移設させる作業をロボ
ットアーム２１で行うとする。ただし、領域Ｄの背後（図５では領域Ｄの下側）に、外界
環境の一例として壁Ｅが存在するとする。この場合、仮に領域Ｄにある作業台９４と搬送
物体９２との間に、何らかの物体若しくは人の一部が挟まれる可能性がある。その場合で
も、周辺環境である壁Ｅへの影響を少なくするため、壁Ｅと搬送物体９２とをできる限り
衝突させたくない。（搬送物体９２が壁Ｅに衝突しないことが、周辺環境への影響を最小
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限にすることに相当する。）そこで、方向別領域分類部５２は、領域Ｄを含む領域ＦＲに
おいて壁Ｅと搬送物体９２とを衝突させないために、第１関節部２４を動作禁止とする。
領域ＦＲは次の式で表現できる。なお、Ｘ１は壁Ｅの表面沿いのｘ軸の座標でもある。
【０１１４】
【数１７】

【０１１５】
　図５において、外側の円Ａと内側の円Ｂとに挟まれた円環状の領域であって、領域ＦＲ
と重なる領域は第１関節部２４を動作禁止する制限領域（ロボットアームの動作に制限を
かける領域）である。一方、外側の円Ａと内側の円Ｂとに挟まれた円環状の領域であって
、領域ＦＲと重ならない領域は、制限時間か否にかかわらず、第１関節部２４の動作は禁
止とされない非制限領域（ロボットアームの動作に制限をかけない領域）である。方向別
領域分類部５２は、エンコーダ７から入力された角度情報に基づき、吸着パッド９３が領
域ＦＲ内に位置すると判断するときには、図６Ａの情報を関節制限部５４に出力し、吸着
パッド９３（ロボットアームの先端部）が領域ＦＲ以外の領域に位置すると判断するとき
には、図６Ｂの情報を関節制限部５４に出力する。ただし、図６Ａ及び図６Ｂにおいて、
「１」は制限（動作制限）をかけることを意味し、「０」は制限（動作制限）をかけない
ことを意味する。
　方向別領域分類部５２は制限領域を含む作業領域のマップを複数保持してもよい。方向
別領域分類部５２は複数の制限領域を含む作業領域のマップの各々に対応する図６Ａまた
は図６Ｂに示すような動作の制限をかける方向の情報を、吸着パッド９３（ロボットアー
ムの先端部）の位置に基づいて関節制限部５４に出力してもよい。
ロボットアーム２１の先端部に近い関節部から少なくとも１個の関節部は、制限をかけな
いようにしてもよい。
【０１１６】
　関節制限部５４は、方向別領域分類部５２から出力された制限方向の情報を基に、第２
力制御部１６の出力である目標角度ベクトルのうち、制限方向の要素を更新せず、制限の
ない方向の要素は更新し、制限後目標角度ベクトルｑｄｍとして、挟み込み時目標値加算
部５３に出力する。ただし、関節制限部５４は、制限時間設定部５１から出力された制限
時間を超えた場合は、目標角度ベクトルのすべての要素を更新し、制限後目標角度ベクト
ルｑｄｍとして、挟み込み時目標値加算部５３に出力する。
【０１１７】
　具体的な動作は、次のように実現する。
【０１１８】
　関節制限部５４は、内部の記憶部に１回前の計算周期において出力した制限後目標角度
ベクトルｑｄｍを常に記憶しておく。関節制限部５４は、制限時間設定部５１から出力さ
れた制限時間内の場合、今回の計算周期において、制限のない方向のベクトル要素につい
ては、今回入力された目標角度ベクトルの要素をそのまま、挟み込み時目標値加算部５３
に出力する。制限方向のベクトル要素については、記憶しておいた制限後目標角度ベクト
ルの同じ要素番号のベクトル要素の値に関節制限部５４で置き換えて、挟み込み時目標値
加算部５３に出力する。最後に、関節制限部５４は、今回出力した制限後目標角度ベクト
ルを内部の記憶部に新しく記憶する。この関節制限部５４の出力する制限後目標角度ベク
トルｑｄｍに基づき（正確には、後述するように、この制限後目標角度ベクトルｑｄｍを
含む情報を基に）、ロボットアーム２１が動作することで、制限のかけられていない方向
については、負荷トルクの方向にロボットアーム２１が動作し、制限のある方向について
は停止するという動作が実現する。関節制限部５４は、制限時間設定部５１から出力され
た制限時間外の場合、今回の計算周期において、入力された目標角度ベクトルをそのまま
制限後目標角度ベクトルｑｄｍとして挟み込み時目標値加算部５３に出力し、出力した制
限後目標角度ベクトルを内部の記憶部に新しく記憶する。この関節制限部５４の出力する
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制限後目標角度ベクトルｑｄｍに基づき（正確には、後述するように、この制限後目標角
度ベクトルｑｄｍを含む情報を基に）、ロボットアーム２１が動作することで、全ての方
向について負荷トルクの方向にロボットアーム２１が動作する。
【０１１９】
　挟み込み時目標値加算部５３は、関節制限部５４から出力された制限後目標角度ベクト
ルｑｄｍと逆運動学計算部４から出力された目標角度ベクトルｑｄとを加算して最終角度
目標値ｑｄｔを求める。挟み込み時目標値加算部５３は、求められた最終角度目標値ｑｄ

ｔを目標角加速度計算部２と角度誤差計算部９とに出力する。
【０１２０】
　角度誤差計算部９は、挟み込み時目標値加算部５３から出力された目標角度ベクトルｑ

ｄｔとエンコーダ７の出力ｑとが入力され、角度誤差ベクトルｑｅ＝ｑｄｔ－ｑを計算し
、出力誤差の一例として角度誤差ベクトルｑｅを角度誤差補償部５に出力する。
【０１２１】
　目標角加速度計算部２は、挟み込み時目標値加算部５３が出力した目標角度ベクトルｑ

ｄｔが入力され、目標角加速度
【０１２２】
【数１８】

【０１２３】
を求めて修正目標角加速度計算部１０に出力する。
【０１２４】
　角度誤差補償部５は、角度誤差計算部９により出力される角度誤差ベクトルｑｅが入力
され、制御指令値の一例として角度誤差修正指令値ΔＰｑｅを求めて修正目標角加速度計
算部１０に出力される。
【０１２５】
　修正目標角加速度計算部１０は、目標角加速度計算部２の出力である目標角加速度
【０１２６】

【数１９】

【０１２７】
と出力誤差補償部５の出力である角度誤差修正指令値ΔＰｑｅとが入力され、制御指令値
の一例として修正目標角加速度
【０１２８】
【数２０】

【０１２９】
を目標関節トルク計算部３に出力する。
【０１３０】
　目標関節トルク計算部３は、修正目標角加速度計算部１０の出力である修正目標角加速
度
【０１３１】

【数２１】

【０１３２】
と目標関節トルク計算部３の記憶部に予め記憶しているダイナミクスパラメータとから、
目標関節トルクτｄを演算し、目標関節トルクτｄをロボット機構部６のモータドライバ
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４２に出力する。目標関節トルクτｄの演算方法の一例として、以下の式で目標関節トル
クτｄを算出する。
【０１３３】
【数２２】

ここで、
【０１３４】

【数２３】

は、それぞれ、搬送物体９２及びロボット２０のダイナミクスパラメータからなる係数行
列であり、
【０１３５】

【数２４】

【０１３６】
は搬送物体９２及びロボット２０の質量にかかる重力項である。
【０１３７】
　目標関節トルクτｄは、目標関節トルク計算部３からＤ／Ａボードなどの入出力ＩＦ４
１を介してモータドライバ４２にトルク目標値として入力され、モータドライバ４２によ
り、各関節軸に備え付けられたモータ１９がそれぞれ独立して正逆回転駆動されて、ロボ
ット機構部６のロボットアーム２１が動作する。
【０１３８】
　ロボット機構部６のロボットアーム２１が動作した結果、ロボットアーム２１の関節角
度は変化し、それらの関節角度ｑを検出するエンコーダ７から検出した結果が、入出力Ｉ
Ｆ４１を介して角度誤差計算部９に入力される。
【０１３９】
　以上のように、前記第１実施形態の前記制御装置５０は、目標軌道生成部１と、目標角
加速度計算部２と、目標関節トルク計算部３と、逆運動学計算部４と、角度誤差補償部５
と、角度誤差計算部９と、修正角加速度計算部１０と、目標軌道加算部１１と、挟み込み
検知部１２と、第１力制御部１４と、第２力制御部１６と、人物体判別部４９と、制限時
間設定部５１と、方向別領域分類部５２と、挟み込み時目標値加算部５３と、関節制限部
５４とを備えて構成している。挟み込み検知部１２は、負荷トルク推定部１３と、挟み込
み判別部１５とを備えて構成している。また、ロボット２０は、ロボットアーム２１で構
成されるロボット機構部６と、エンコーダ７と、第１力検出部の一例としての力センサ２
３と、電流検出部８とを備え、モータ１９のトルク制御を行うロボット２０を構成する。
挟み込み検知部１２の働きにより、挟み込みが発生しているかどうか及び、挟み込みが発
生しているときの外部からロボットアーム２１に働いている力を検出し、第２力制御部１
６の働きによりロボットアーム２１に働いている力に基づいてロボットアーム２１を動作
させる力制御を実現する。その際に、方向別領域分類部５２の働きにより、吸着パッド９
３の位置する作業領域により動作させる方向に制限をかけ、かつ制限時間設定部５１の働
きにより、一定の制限時間を超えた後は、全ての方向に動作するロボット２０の制御が可
能となる。すなわち、挟み込み判別部１５が挟み込みを判別した場合、制限時間設定部５
１で設定された動作制限をかける時間内であるときは、方向別領域分類部５２が、エンコ
ーダ７で取得したロボットアーム２１の先端部の位置情報を基に、ロボットアーム２１の
先端部が、方向別領域分類部５２で決定された制限をかける領域に位置すると判断すると
きには、制限をかける関節部の動作は停止して、制限をかけない関節部の少なくとも１つ
を第１力制御部１４によって動作制御させる。よって、ロボットアーム２１の先端部に近
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い関節部から少なくとも１個の関節部は、制限をかけないようにしている。そして、制限
時設定部５１が設定された動作制限をかける時間が経過した後、制限をかける関節部の制
限を解除する一方、ロボットアーム２１の先端部が、方向別領域分類部５２で決定された
制限をかけない領域に位置すると判断するときには、いずれの関節部にも制限をかけるこ
となく関節部を第１力制御部１４によって動作制御させることができる。また、人物体判
別部４９の働きにより、人９１が挟まれたと判別したときには制限時間を短く、人以外の
物体が挟まれた判別したときには制限時間を長くする動作が可能となる。この動作により
、挟み込みが発生したときには、まず、吸着パッド９３で保持する搬送物体９２が周辺環
境等に衝突しない範囲で力制御を実現することで、挟み込まれた人若しくは物体が挟み込
み状態から脱出出来る方向に動作することが出来る。ただし、搬送物体９２が周辺環境等
に衝突しない作業範囲でのロボットアーム２１の動作では挟み込み状態から脱出出来ない
場合は、制限時間以降は全ての関節部が動作しての力制御が実現されるので、挟み込まれ
た人若しくは物体からロボットアーム２１にかかる力の方向にロボットアーム２１は動作
し、挟み込み状態から脱出することが可能となる。また、人への安全性を考え、人が挟み
込まれたと判別した場合は、制限時間を短くすることで、物体が挟み込まれたときよりも
、より短い時間で人が確実に挟み込み状態から脱出することが可能となる。例えば、制限
時間設定部５１は、第２の力検出部が検出した外力（第２の力情報）が大きいほど、制限
時間を短くすることもできる。
【０１４０】
　（第２実施形態）
　図７は、本開示の第２実施形態にかかるロボット２０の制御装置５０及び制御対象であ
るロボット２０の一部を示すブロック図である。第１実施形態は、ロボットアーム２１の
動作に制限をかける領域か又は動作に制限をかけない領域かの情報（制限情報）を事前に
記憶しているのに対して、第２実施形態は、そのような情報を事前に持たずに、動作制御
時に取得した情報から制限情報を生成するものである。
【０１４１】
　ロボット２０の制御装置５０は、目標軌道生成部１と、目標角加速度計算部２と、目標
関節トルク計算部３と、逆運動学計算部４と、角度誤差補償部５と、角度誤差計算部９と
、修正角加速度計算部１０と、目標軌道加算部１１と、挟み込み検知部１２と、第１力制
御部１４と、第２力制御部１６と、人物体判別部４９と、制限時間設定部５１と、領域分
類部の別の例としての第２領域分類部５５と、挟み込み時目標値加算部５３と、関節制限
部５４とを備えて構成している。
【０１４２】
　挟み込み検知部１２は、負荷トルク推定部１３と、挟み込み判別部１５とを備えて構成
している。
【０１４３】
　また、ロボット２０は、ロボットアーム２１で構成されるロボット機構部６と、エンコ
ーダ７と、電流検出部８と、第１力検出部の一例である力センサ２３とを備えて構成して
いる。また、制御装置５０に対しては、エンコーダ７で計測されたロボット２０からの関
節角度情報と、力センサ２３で計測された第１の力情報（力ベクトルＦ）とが入力される
。この第１の力情報は、人９１がハンドル２２を介してロボットアーム２１にかけた力で
ある。
【０１４４】
　人物体判別部４９は、挟み込み信号が入力されてから予め事前に実験等で定めた時間後
（例えば０．５秒後）から、さらに一定時間後（例えば１秒後）までの第２の力情報の最
大値と最小値との差が、事前に決めた閾値以上に大きいときは、人９１が挟み込まれてい
ると判別し、前記差が、閾値よりも小さいときは、人ではない物体が挟み込まれていると
判別する。これは、人が挟み込まれた場合、ロボットアーム２１の関節部が、ある程度の
範囲内で動作するため、ロボットアーム２１にかかる力は変動するが、物体が挟み込まれ
た場合は、ロボットアーム２１にかかる力は変動しないと考えられるためである。
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【０１４５】
　図１０Ａ及び図１０Ｂを基に、具体的に説明する。図１０Ａは、人が挟み込まれている
と判別される例である。ｔ＝０の時刻において挟み込み信号が入力されるため、人物体判
別部４９は、ｔ＝０．５からｔ＝１．５までの第２の力情報のうち、最大値τｎ２と最小
値τｎ１との差を求める。この差が、事前に決めた人判別用第２閾値以上であるため、人
が挟み込まれていると人物体判別部４９で判別する。人が挟み込まれていると判別したと
きは、人物体判別部４９から人判別信号を制限時間設定部５１に出力する。
【０１４６】
　図１０Ｂは、物体が挟み込まれていると判別される例である。ｔ＝０の時刻において挟
み込み信号が入力されるため、人物体判別部４９は、ｔ＝０．５の時刻からｔ＝１．５の
時刻までの第２の力情報のうち、最大値τｎ２と最小値τｎ１との差を求める。この差が
事前に決めた閾値よりも小さいため、物体が挟み込まれていると判別する。物体が挟み込
まれていると人物体判別部４９で判別したときは、人物体判別部４９から物体判別信号を
制限時間設定部５１に出力する。なお、図１０Ａ及び図１０Ｂにおいて、図４Ａ及び図４
Ｂと同様に、ｎは挟み込みが発生している関節部番号、τｎ２はｔ＝０．５の時刻での推
定関節トルク、τｎ１はｔ＝－１の時刻での推定関節トルク、ｑｎ２はｔ＝０．５の時刻
でエンコーダ７より出力される関節角度、ｑｎ１はｔ＝－１の時刻でエンコーダ７より出
力される関節角度である。
【０１４７】
　第２領域分類部５５は、エンコーダ７から入力される角度情報に基づき、ロボットアー
ム２１の手先速度（先端部の動作速度）を算出し、算出した手先速度に応じて、制限をか
ける領域か又は制限をかけない領域かを分類し、関節制限部５４に出力する。手先速度の
算出は、エンコーダ７から第２領域分類部５５に入力される角度情報とロボットアーム２
１の幾何学情報とに基づき、手先（吸着パッド９３）の位置を第２領域分類部５５で算出
し、算出した位置情報を第２領域分類部５５で微分することで得られる。
【０１４８】
　図８を用いて、第２領域分類部５５の動作について説明する。図８において、この例で
は、ｚ方向への移動は小さいものとして、動作の中心となるｚの値でのｘｙ平面での断面
図で説明を行う。図８の外側の円Ａと内側の円Ｂとに挟まれた円環状の範囲が、ロボット
アーム２１の手先にある吸着パッド９３の可動範囲である。そして、作業例として、楕円
形状の領域Ｃで搬送物体９２をピックアップし、楕円形状の領域Ｄにある作業台９４に搬
送物体９２を移設させる作業をロボットアーム２１で行うとする。
　ただし、領域Ｄの左右及び背後（図５では領域Ｄの左右両側及び下側）に、外界環境と
して壁Ｅが存在するとする。ある作業において、ロボットアーム２１の手先位置が点ａか
ら点ｂに移動すると仮定し、このときの手先位置の経路を実線で示す。人９１は、点ａに
おいて搬送物体９２をピックアップして搬送物体９２の搬送を開始するが、点ａから点ｄ
までの移動経路の周辺に特に障害物はないため、ロボットアーム２１の手先は比較的早い
速度で点ａから点ｄに向けて移動し、点ｄに近づく。点ｄに近づいた位置で、搬送物体９
２と壁Ｅとが衝突することなく、点ｂに搬送物体９２を近づけるためにロボットアーム２
１の手先は速度を落とし、点ｂまで移動する。この作業の間、第２領域分類部５５は、エ
ンコーダ７から入力される角度情報から、ロボットアーム２１の手先位置及びその位置を
通過するときの手先速度を計算する。第２領域分類部５５は、計算して求めた手先速度が
予め事前に決められた速度の閾値以上に早いときは、その位置の制限情報を「０」（制限
をかけない）と分類し、計算して求めた手先速度が速度の閾値よりも遅いときは、その位
置の制限情報を「１」（制限をかける）と分類する。図９は、第２領域分類部５５の、よ
り具体的な分類の一例である。時刻ｔ＝ｔｎにおいてロボットアーム２１の手先は図８の
点ｄを通過し、人９１はロボットアーム２１の操作速度を遅くした結果、時刻ｔ＝ｔｎま
での速度では制限がかからず、制限情報としては「０」を第２領域分類部５５から関節制
限部５４に出力する。また、時刻ｔｎ＋１以降では、ロボットアーム２１の手先の速度が
早いため、制限情報としては「１」を出力する。
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【０１４９】
　関節制限部５４は、制限をかける関節部（動作を停止させる関節部）の情報と制限をか
けない関節部（動作させる関節部）の情報とを内部の記憶部に事前に記憶しておき、制限
時間設定部５１から出力された制限時間内の場合、第２力制御部１６の出力である目標角
度ベクトルのうち、制限方向の要素を更新せず、制限のない方向の要素は更新し、制限後
目標角度ベクトルｑｄｍとして挟み込み時目標値加算部５３に出力する。ただし、関節制
限部５４は、制限時間設定部５１から出力された制限時間を超えた場合は、目標角度ベク
トルのすべての要素を更新し、制限後目標角度ベクトルｑｄｍとして挟み込み時目標値加
算部５３に出力する。また、関節制限部５４は、第２力制御部１６から目標角度ベクトル
が入力され始めた時刻、すなわち、挟み込み判別部１５によって挟み込みが発生したと判
別された時刻において、第２領域分類部５５から入力された制限情報が「０」の場合は、
制限時間設定部５１から出力された制限時間にかかわらず、目標角度ベクトルのすべての
要素を更新し、制限後目標角度ベクトルｑｄｍとして挟み込み時目標値加算部５３に出力
する。関節制限部５４は、制限情報が「１」の場合は、関節部に制限をかける領域を意味
するため、制限時間内は、制限をかける関節部の要素は更新せず、制限のない方向の要素
は更新し、制限後目標角度ベクトルｑｄｍとして挟み込み時目標値加算部５３に出力する
。
【０１５０】
　制限をかける具体的な動作は、第１実施形態と同様である。
【０１５１】
　制限をかける関節部と制限をかけない関節部とは、以下のように、関節制限部５４にお
いて事前に決めておく。関節制限部５４において、制限をかける関節部は、その関節部が
動作することでロボットアーム２１の手先の移動距離が大きいものから順に、数個を、制
限のかかる関節部群とし、残りの関節部を制限のかからない関節部群とする。例えば、図
２に示したロボットアーム２１の場合、同じ１０度回転動作を行うと、第１関節部２４が
最も手先の移動距離が大きくなり、順に、第２関節部２５、第３関節部２６、第４関節部
２７と続く。そこで、関節制限部５４は、第１関節部２４、第２関節部２５、第３関節部
２６を制限のかかる関節部に分類し、それ以外の関節部を制限のかからない関節部に分類
して、内部の記憶部に記憶する。逆に言えば、ロボットアーム２１の先端部に近い関節部
から少なくとも１個の関節部は、制限をかけないようにしている。
【０１５２】
　以上のように、前記第２実施形態の前記制御装置５０は、目標軌道生成部１と、目標角
加速度計算部２と、目標関節トルク計算部３と、逆運動学計算部４と、角度誤差補償部５
と、角度誤差計算部９と、修正角加速度計算部１０と、目標軌道加算部１１と、挟み込み
検知部１２と、第１力制御部１４と、第２力制御部１６と、人物体判別部４９と、制限時
間設定部５１と、第２領域分類部５５と、挟み込み時目標値加算部５３と、関節制限部５
４とを備えて構成している。挟み込み検知部１２は、負荷トルク推定部１３と、挟み込み
判別部１５とを備えて構成している。また、ロボット２０は、ロボットアーム２１で構成
されるロボット機構部６と、エンコーダ７と、第１力検出部の一例としての力センサ２３
と、電流検出部８とを備え、モータ１９のトルク制御を行うロボット２０を構成する。挟
み込み検知部１２の働きにより、挟み込みが発生しているかどうか及び、挟み込みが発生
しているときの外部からロボットアーム２１に働いている力を検出し、第２力制御部１６
の働きによりロボットアーム２１に働いている力に基づいてロボットアーム２１を動作さ
せる力制御を実現する。その際に、領域分類部５２の働きにより、制限をかける領域を予
め決定していなくても、直前の作業速度（例えば、ロボットアーム２１の手先の速度）に
より、制限をかける領域か、制限をかけない領域かを第２領域分類部５５により決定でき
、制限をかける領域では、動作させる方向に制限をかけ、かつ制限時間設定部５１の働き
により、一定の制限時間を超えた後は全ての方向に動作するロボットアーム２１の制御が
可能となる。また、人物体判別部４９の働きにより、人が挟まれたときには制限時間を短
く、人以外の物が挟まれたときには制限時間を長くする動作が可能となる。この動作によ
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り、挟み込みが発生したときには、まず、吸着パッド９３で保持する搬送物体９２が周辺
環境等に衝突しない範囲で力制御を実現することで、挟み込まれた人若しくは物体が挟み
込み状態から脱出出来る方向に動作することが出来る。ただし、搬送物体９２が周辺環境
等に衝突しない作業範囲でのロボットアーム２１の動作では挟み込み状態から脱出出来な
い場合は、制限時間以降は全ての関節部が動作しての力制御が実現されるので、挟み込ま
れた人若しくは物体からロボットアーム２１にかかる力の方向にロボットアーム２１は動
作し、挟み込み状態から脱出することが可能となる。また、人への安全性を考え、人が挟
み込まれたと判別した場合は、制限時間を短くすることで、物体が挟み込まれたときより
も、より短い時間で人が確実に挟み込み状態から脱出することが可能となる。第２領域分
類部５５が直前の作業状態から周辺環境への影響を推定し、制限をかける範囲（領域）か
制限をかけない範囲（領域）かを決定することで、事前に作業領域のマップを持たない場
合でも前記制御を実現することが可能となる。
【０１５３】
　前記第１実施形態及び第２実施形態では、一例として６軸のロボットアーム２１を例に
説明を行ったが、これに限られるわけではない。
【０１５４】
　前記第１実施形態及び第２実施形態では、一例として第２の力検知手段をモータ電流か
らの推定を例に説明を行ったが、これに限られるわけではなく、例えば各関節軸にトルク
センサを備えてもよいし、その他の推定手段を用いてもよい。
【０１５５】
　作業例としては、搬送作業以外に、手先に工具を取り付けて、組立作業又は加工作業な
どを行う場合も、本開示を適用することができる。
【０１５６】
　なお、本開示を第１実施形態及び第２実施形態及び変形例に基づいて説明してきたが、
本開示は、前記の第１実施形態及び第２実施形態及び変形例に限定されないのはもちろん
である。以下のような場合も本開示に含まれる。
【０１５７】
　前記制御装置５０の一部又は全部は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、ハードディスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、マウスなどから構成
されるコンピュータシステムである。前記ＲＡＭ又はハードディスクユニットには、コン
ピュータプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプ
ログラムにしたがって動作することにより、各部は、その機能を達成する。ここでコンピ
ュータプログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命
令コードが複数個組み合わされて構成されたものである。
【０１５８】
　例えば、ハードディスク又は半導体メモリ等の記録媒体に記録されたソフトウェア・プ
ログラムをＣＰＵ等のプログラム実行部が読み出して実行することによって、各構成要素
が実現され得る。
【０１５９】
　なお、前記実施形態又は変形例における制御装置を構成する要素の一部又は全部を実現
するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムは、コン
ピュータに、
　複数の関節部を有するロボットアームの前記先端部に人が直接力を掛けて、位置情報取
得部で取得した前記ロボットアームの先端部の位置情報に基づき前記ロボットアームを動
作制御させる力制御部と、
　前記人が前記ロボットアームにかけている力を検出する第１の力検出部と、
　前記第１の力検出部で検出した力を基に、前記ロボットアームと外界環境との間に前記
人若しくは物体が挟まれたことを判別する挟み込み判別部と、
　前記第１の力検出部で力を検出したときに、動作の制限をかけない関節部と、動作の制
限をかける関節部とを決定する関節制限部と、
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　前記ロボットアームの前記先端部の動作する領域を、前記ロボットアームの動作に制限
をかける領域と、制限をかけない領域とに分類する領域分類部と、
　前記動作の制限をかける時間を設定する制限時間設定部と、
として機能させるとともに、
　前記挟み込み判別部が挟み込みを判別した場合、前記制限時間設定部で設定された前記
動作制限をかける時間内であるときは、前記領域分類部が、前記位置情報取得部で取得し
た前記ロボットアームの前記先端部の前記位置情報を基に、前記ロボットアームの前記先
端部が、前記領域分類部で決定された前記制限をかける領域に位置すると判断するときに
は、前記制限をかける関節部の動作は停止して、前記制限をかけない関節部の少なくとも
１つを前記力制御部によって動作制御させ、前記制限時間設定部が設定された前記動作制
限をかける時間が経過した後、前記制限をかける関節部の制限を解除する一方、前記ロボ
ットアームの前記先端部が、前記領域制限部で決定された前記制限をかけない領域に位置
すると判断するときには、いずれの関節部にも制限をかけることなく前記関節部を前記力
制御部によって動作制御させるように機能させる、多関節ロボットの制御プログラムであ
る。
【０１６０】
　また、このプログラムは、サーバなどからダウンロードされることによって実行されて
もよく、所定の記録媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭなどの光ディスク、磁気ディスク、又は
、半導体メモリなど）に記録されたプログラムが読み出されることによって実行されても
よい。
【０１６１】
　また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０１６２】
　なお、前記様々な実施形態又は変形例のうちの任意の実施形態又は変形例を適宜組み合
わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
　本開示のロボット、ロボットの制御装置及び制御方法、並びに、ロボット用制御プログ
ラムは、人と協働して作業をアシストするパワーアシスト型のロボット、ロボットの制御
装置及び制御方法、並びに、ロボット用制御プログラムとして有用である。
【符号の説明】
【０１６４】
　　１　目標軌道生成部
　　２　目標角加速度計算部
　　３　目標関節トルク計算部
　　４　逆運動学計算部
　　５　角度誤差補償部
　　６　ロボット機構部
　　７　エンコーダ
　　８　電流検出部
　　９　角度誤差計算部
　　１０　修正目標角加速度計算部
　　１１　目標軌道加算部
　　１２　挟み込み検知部
　　１３　負荷トルク推定部
　　１４　第１力制御部
　　１５　挟み込み判別部
　　１６　第２力制御部
　　１９　モータ
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　　２０　ロボット
　　２１　ロボットアーム
　　２２　ハンドル
　　２３　第１力検出部
　　２４　第１関節部
　　２５　第２関節部
　　２６　第３関節部
　　２７　第４関節部
　　２８　第５関節部
　　２９　第６関節部
　　３１　手首部
　　３２　第２リンク
　　３３　第１リンク
　　３４、３４ａ、３４ｂ　台部
　　３５　第２関節支柱
　　４０　制御プログラム
　　４１　入出力ＩＦ
　　４２　モータドライバ
　　４９　人物体判別部
　　４９ｍ　記憶装置
　　５０　人物体判別部
　　５１　制限時間設定部
　　５２　方向別領域分類部（第１領域分類部）
　　５３　挟み込み時目標値加算部
　　５４　関節制限部
　　５５　第２領域分類部
　　６０　リンク
　　６１　関節軸（回転中心）
　　６２　挟み込み物体
　　９０　床
　　９１　人
　　９２　搬送物体
　　９３　吸着パッド
　　９４　作業台
　　９５　周辺物体
　　１００　ロボットシステム
　　Ａ　外側の円
　　Ｂ　内側の円
　　Ｃ　楕円形状の領域
　　Ｄ　楕円形状の領域
　　Ｅ　外界環境の一例としての壁
　　ＦＲ　領域
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